
平成２８年２月吉日 

法人インターネットバンキング  

ご契約者 各位 

重要なお知らせ 
高松信用金庫 

 

しんきん法人インターネットバンキング（法人ＩＢ）における 

「当日指定の資金移動の停止」およびワンタイムパスワードの導入について 

 

拝啓 平素は当金庫をご利用いただきまして誠にありがとうございます。  

近年、インターネットバンキングを利用した不正送金事件が全国で多発している状況をふまえ、当金

庫は、お客さまの大切なご預金を守るために、法人ＩＢの当日指定の資金移動を停止することといたし

ます。同時に、より安全にお取引を行って頂くために、新たにワンタイムパスワードを導入いたします。 

なお、今回ワンタイムパスワードを導入されるお客さまにつきましては、当日指定の資金移動を、従来

どおりお取り扱いいたします。 

お客様におかれましては、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、 

お願い申し上げます。 

敬具 

１．対象となるお客さま 

しんきん法人インターネットバンキングをご契約のすべてのお客さま 

 

２．対策開始日および内容 

平成 28年 3月 7日 

より開始 

①「当日指定の資金移動」の停止 

不正利用者が、自身の指定する振込先へ即時送金することを防ぐために、お客様が

事前に登録した振込先についてのみ、当日指定の振込を許可する事前登録方式へ変更

いたします。なお、翌営業日以降を指定する振込、総合振込、給与振込につきまして

は、従来どおりのご利用が可能です。 

 

②ワンタイムパスワードの導入 

オンライン取引の資金移動時に、ワンタイムパスワードを入力する機能を新たに導

入します。ワンタイムパスワードは、その場限りのパスワードであることから、暗証

番号の詐取、パソコンの遠隔操作等による不正送金を防止します。 

なお、ワンタイムパスワードをお申込み頂いたお客様につきましては、上記①の 

当日指定の資金移動の停止は行わず、従来どおり当日指定の振込を可能とします。 

 

平成 28年 5月１日 

より開始 

③法人ＩＢの補償限度額の変更 

ワンタイムパスワード導入に伴い、法人ＩＢの補償限度額を変更します。ワンタイ

ムパスワードを導入頂いたお客様の補償限度額を 1,000 万円とし、ＩＤパスワードお

よび電子証明書方式のみでご利用のお客様につきましては、限度額を 300 万円としま

す。詳細は、別紙１「法人インターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻し

に対する補償限度額の変更について」をご参照ください。 

 



３．お客さまへの影響 

  ■ワンタイムパスワードを利用しないお客さま 

   オンライン取引の資金移動において、平成２８年３月７日より当日指定の振込はできなくなりま

す。但し、お客さまが平成２８年３月６日までに事前に登録した振込先は、当日指定の振込が可能

です。事前登録の方法につきましては、別紙２「振込先の事前登録方法」をご参照ください。 

 

  ■ワンタイムパスワードをお申し込み頂いたお客さま 

   オンライン取引の資金移動において、当日指定の振込を従来どおりお取り扱いします。 

   ご利用については、「ワンタイムパスワード利用申込書」に記入のうえ、営業店窓口もしくは担当 

者へご提出ください。なお、ワンタイムパスワードの利用は、電子証明書の利用を前提とした同時 

申込となりますのでご留意願います。 

お申込頂いたお客さまには、順次、ワンタイムパスワード生成機（ハードウェアトークン）を発 

送いたします。また、ハードウェアトークン発行手数料として、1 個あたり 864 円（税込） 

（※約 5 年で電池切れによる更新費用が発生します）が必要となりますので、何卒ご了承ください。 

 

※ワンタイムパスワードのご利用イメージ（オンライン取引の資金移動のみ対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他「正しい E メールアドレスのご登録のお願い」 

当金庫では、資金移動の受付時にお客様へ確認メールを送信させていただいております。これに

より、万が一成りすまし等による不正送金が発生した場合に早期発見が可能となりますが、メール

アドレスが未登録である場合や、誤ったアドレスを登録されているお客様には正しい通知ができま

せん。この機会に、正しいアドレスを必ず登録していただきますようお願い申し上げます。 

 

５．お問い合わせ先 

インターネットバンキング問合せ窓口 

０１２０－８７－６２７８ 

（平日９：００～１７：００） 

以  上 

 

 

ハードウェアトークン

（キーホルダー型） 

ワンタイムパスワード 

123456 を生成（例） 

123456 従来の利用者確認暗証番号のかわり

に、ハードウェアトークンでお客さま

が生成したワンタイムパスワードを

入力します。 



別紙１ 

平成２８年２月吉日 

法人インターネットバンキング  

ご契約者 各位 

高松信用金庫 

 

法人インターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに対する 

補償限度額の変更について 
 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当金庫では、お客様に安心して法人インターネットバンキングサービスをご利用いた

だくため、平成 27 年 2 月 16 日から同サービスにおける預金等の不正な払戻しに対する補償を

開始しております。 

しかしながら、法人インターネットバンキングを悪用した不正送金被害が全国的に発生して

いる状況をふまえ、この度のワンタイムパスワードの導入に併せて、補償限度額を以下のとお

り変更しますのでお知らせ致します。 

つきましては、この機会に、セキュリティ強化につながり、かつ万が一被害に遭われた場合

に補償上限額の高い電子証明書＋ワンタイムパスワード方式への変更をご検討頂きますようお

願い申し上げます。 

記 

 

１．補償限度額変更日 

  平成 28年 5月１日 

 

２．補償上限額の変更 

   

 【1口座あたりの年間補償限度額】 

  現行 変更後 

電子証明書 

＋ 

ハードウェアトークン（※） 

  1,000万円 

電子証明書 1,000万円 300万円 

ID・パスワード 300万円 300万円 

 

  ※補償にあたりましては、お客さまの被害に遭われた状況、セキュリティ対策の状況、ご利用

状況等を考慮し、個別に検討させていただきます。 

   検討の結果、補償を行わない場合、または補償額の一部を減額する場合があります。 

 

３．その他 

   ワンタイムパスワードのお申込み、お問い合わせ等につきましては、担当者もしくは営

業店窓口までお申し付けください。 

 
 

以 上 



別紙２ 振込先の事前登録方法 

※ワンタイムパスワードを利用しないお客さまは、以下の作業が必要となりますので、ご確認願います。 

 

１．事前準備 

 

平成２８年 ３月６日（日）まで 

法人ＩＢ画面上で、「オンライン取引」の資金移動先口座として振込先のご登録をお願い申し上

げます。３月６日までにお客様が登録した振込先および既に登録済の振込先は、当金庫にて、当

日指定が可能な振込先として一括登録します。なお、当金庫による一括登録後は、振込先の表示

において、登録区分が「事前登録」に変更されます。 

 

 

平成２８年３月７日（月）以降 

３月７日以降に当日指定の振込先を登録する場合は、「しんきん法人インターネットバンキング

サービス当日資金移動先口座登録依頼書」に必要事項を記入の上、お取引店にご提出願います。

申し込みから登録までに３営業日程度必要となりますのでご注意ください。 

 

 

２．事前登録方式と都度指定方式（従来）の違い 

 

 事前登録方式 都度指定方式（従来） 

振込先の登録方法 
当金庫への申込により登録 

 （３月７日以降） 

インターネットバンキング 

画面上で都度登録 

振

込

指

定

日 

当日指定 
○ 

（事前登録先のみ可能） 

× 

（３月７日以降取扱停止） 

翌日以降の指定 
○ 

（従来通り） 

○ 

（従来通り） 

 

３．事前登録方式への切り替え後の振込先の表示について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事前登録方式への切り替え後は、

振込先の「登録区分」によって当日

指定が可能であるかどうかを判別で

きます。 

「事前登録」当日資金移動可能 

「都度指定」当日資金移動不可 



４．事前登録方式への切り替え後の振込先の削除と変更について 

  ３月７日以降は、事前登録した当日指定が可能な資金移動先口座については、お客さまによる操作 

ができなくなります。このため、振込先の変更および削除は当金庫にて行います。該当口座がござい 

ましたら、別添の「しんきん法人インターネットバンキングサービス当日資金移動先口座登録依頼書」 

にてご依頼ください。なお、登録口座の変更については、先に既存の該当口座を削除し、その後新規 

に登録する手順となります。 

 

以  上 



しんきん法人インターネットバンキングサービス 

当日資金移動先口座登録依頼書（事前登録方式） 
高松信用金庫 御中 

お申込日         年   月   日 

おところ 
 お申込印 

 

 

おなまえ 

 

   １．ご契約先ＩＤ（利用者番号） 

           

   ２．代表口座番号 

お
取
引
店 

支 店 

預
金
種
目 

 
口
座
番
号 

       預
金
お
届
印 

 

   ３．資金移動先口座 

登
録
区
分 

 

 

             

  

  

登
録
区
分 

 
 

             

  

  

登
録
区
分 

 

 

             

  

  

登
録
区
分 

 

 

             

  

  

登
録
区
分 

 

 

             

  

  

 

 

太線内をご記入ください 

しんきん法人インターネット

バンキングの当日資金移動先

を、以下の通り申し込みます。 

当 座 

普 通 

カ
ナ 

 

氏
名 

漢
字 

氏
名 

登 録 

削 除 

金
融
機
関
名 

受
取
人
名 

信用金庫 

銀  行 

預
金
種
目 

支
店
名 

支 店 普通・当座・その他 

口
座
番
号 

カ
ナ 

 

氏
名 

漢
字 

氏
名 

登 録 

削 除 

金
融
機
関
名 

受
取
人
名 

信用金庫 

銀  行 

預
金
種
目 

支
店
名 

支 店 普通・当座・その他 

口
座
番
号 

カ
ナ 

 

氏
名 

漢
字 

氏
名 

登 録 

削 除 

金
融
機
関
名 

受
取
人
名 

信用金庫 

銀  行 

預
金
種
目 

支
店
名 

支 店 普通・当座・その他 

口
座
番
号 

カ
ナ 

 

氏
名 

漢
字 

氏
名 

登 録 

削 除 

金
融
機
関
名 

受
取
人
名 

信用金庫 

銀  行 

預
金
種
目 

支
店
名 

支 店 普通・当座・その他 

口
座
番
号 

カ
ナ 

 

氏
名 

漢
字 

氏
名 

登 録 

削 除 

金
融
機
関
名 

受
取
人
名 

信用金庫 

銀  行 

預
金
種
目 

支
店
名 

支 店 普通・当座・その他 

口
座
番
号 

本 
 

 

部 

検 印 係 印 営 

業 

店 

検 印 照合印 受付印 

     

 



しんきん法人インターネットバンキングサービス 

ワンタイムパスワード利用申込書 
 

高松信用金庫 御中 

 

お申込日         年   月   日 

おところ  お申込印 

 

 

おなまえ 

 

    

    以下の契約先ＩＤ（利用者番号）について、ワンタイムパスワードの利用および電子証明書発行を申し 

込みます。ワンタイムパスワードの利用に必要となるパスワード発行機（以下ハードウェアトークンとす 

る）の発行手数料は、下記のしんきん法人インターネットバンキングの代表口座より、預金払戻請求書、 

小切手の提出無しに引き落としてください。また、ハードウェアトークンの電池切れおよび破損・紛失等 

に伴う再発行手数料も同様に引き落としてください。 

 

１．ご契約先ＩＤ（利用者番号） 

           

 

２．代表口座番号 

お
取
引
店 

支 店 

預
金
種
目 

 
口
座
番
号 

       預
金
お
届
印 

 

 

３．ハードウェアトークンお申込数量 

ハードウェアトークンのお申込数量        個 □新規 □再発行 

   ※１つのハードウェアトークンを複数の利用者で共有できます 

   ※再発行の場合は再発行にチェックしてください 

 

ハードウェアトークン手数料 利用期限 

１個あたり８６４円（税込） 約５年（電池切れまで） 

※ハードウェアトークンの電池切れ・破損・紛失時等の再発行手数料も上記と同様です 

 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝信用金庫使用欄＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

 

 

太線内をご記入ください 

しんきん法人インターネット

バンキングのワンタイムパス

ワードを、以下の通り申し込

みます。 

当 座 

普 通 

本 
 
 

部 

検 印 係 印 営 

業 

店 

検 印 
発行手数料 

徴収確認印 
照合印 受付印 

      

 

ハードウェアトークン手数料 

単 価 数 合 計 

864 円   

 ※手数料は代表口座から徴求し「その他受入手数料」（４１９０７）の内訳「ＩＢ基本料」（７７）に入金する。 

 なお、摘要には顧客名を入力する。 


